
 

： （ ）  霞ヶ浦 西浦・北浦 

：  涸沼

：  牛久沼

 

■森林湖沼環境税の導入（平成20年度から5年間） 

 

本県では，平成 20年度から，森林，平地林・里山林などの身近な緑と湖沼・河川など，豊かな自

然環境を守るために，森林湖沼環境税を導入しました。 

 この財源を有効に活用しながら，湖沼などの水質保全のための施策を重点的に行っていきます。 

＜税収の使いみち＞ 

 湖沼（霞ヶ浦，涸沼，牛久沼）・河川の水質保全 

  ○生活排水などの汚濁負荷量の削減（点源対策）を推進します。 

   （１）窒素，りんを除去できる高度処理型浄化槽の普及等の促進 

     ・新税により制度を拡充して整備する高度処理型浄化槽の基数 年平均800基 

     ・新税により制度を拡充して撤去促進する単独処理浄化槽の基数 年平均400基 

   （２）下水道や農業集落排水施設への接続促進 

・公共下水道や農業集落排水への接続補助を行う市町村に助成し，県民の負担軽減，接続

率の向上を図る。（霞ヶ浦・涸沼・牛久沼流域） 

 

■湖沼流域図 

 

茨城県の3湖沼流域界 

①霞ヶ浦（西浦），②霞ヶ浦（北浦） 

③涸沼，④牛久沼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖沼や河川の水質浄化に向けて 



 

■住民，市町村，県が，生活排水処理のそれぞれの役割を果たしてはじめて水質浄化につながります。 

 私たちは，台所，洗濯，風呂，トイレなどにひとり1日約250リットルの水を使用し，生活排水と

して流しています。この汚れた水をそのまま流してしまったら，川や湖を汚すことにつながります。

日常生活で，一人ひとりが汚れをそのまま流さない心がけが肝心です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

住民 

・下水道や農業集落排水等への接続 

・合併浄化槽の設置と適切な維持管理 

・窒素・りんが除去できる高度処理型浄化槽の設置 

 （霞ヶ浦流域においては，設置が義務づけられてい

ます。） 

・調理くず，食用廃油等の流出防止，洗剤の適正使用 

湖沼，河川の

水質浄化 

 

 

 

 

県・市町村と共通の目的を

持ち「たれ流しゼロ」を目

指す取り組みを行います。 

住民 

 

 

 

 

計画を定め，施設整備に取

り組みます。また，住民に

対して，生活排水処理への

理解を求めながら適切な維

持管理に努めます。 

市町村 
 

 

 

適切な施設整備や維持管理

に努めます。また，森林湖

沼環境税を活用して，県民

の接続費用等負担軽減を図

ります。 

県 

それぞれの役割 

市町村 

・市町村が行う汚水処理施設の整備推進と適切な維持管理 

・下水道や農業集落排水等への接続のための支援と啓発活動 

・合併浄化槽を設置する個人に対する支援 

・生活排水処理に対する住民への啓発活動 

県 

・県が行う下水道等の整備推進と適切な維持管理 

・市町村が行う下水道や農業集落排水等の整備に対する支援 

・森林湖沼環境税を活用した下水道や農業集落排水等への接続のた

めの支援と啓発活動 

・森林湖沼環境税を活用した浄化槽を設置する個人，市町村に対す

る支援 


